
長岡市入札・契約制度に関する検討委員会設置要領 

 

（設置） 

第１条 本市職員が市発注工事の入札に関する情報を漏えいした事件を受け、公正かつ透

明性のある入札・契約制度の構築を推進し、職務遂行の公正性の保持と公務に対する社

会的信用の回復を図るため、長岡市入札・契約制度に関する検討委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

(1) 過去の入札・契約制度の検証に関する事項 

(2) 公正かつ透明性のある入札・契約制度の構築に関する事項 

(3) その他必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、５人以内の委員で組織する。 

２ 委員は、市長が任免する。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、市長が委員の中から指名する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、総務部行政管理課で処理する。 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要領は、平成 31年２月 27日から施行する。 
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